
平成２９年度第５回甲賀市スポーツ推進審議会　概要報告

１．開催日時 平成２９年９月２８日（木）午後７時３０分から午後９時００分まで

２．開催場所 甲賀市役所甲南庁舎　２階　大会議室

３．議　　題 ＊報告事項

　・市民のスポーツに関する意識調査について

　・国県の施策等の現況報告について

　・本市のスポーツ現況報告について

＊協議事項

　・スポーツ推進計画（仮称）策定について

　・甲賀市のスポーツの現状と課題について

　・会議内容等の公開非公開の決定について

４．公開又は非公開の別　　公開

５．出 席 者 委　員　　小澤委員、網委員、冨田委員、山﨑委員、西田委員、倉谷委員、

　　　　　村上委員、北川委員、今宿委員、西田委員　　以上１０名　

事務局　　教育委員会事務局

　　　　　文化スポーツ振興課　古谷課長、瀬古係長、田中社会体育指導員

６．傍聴者数 ０人

７．会議資料 甲賀市スポーツ推進計画（仮称）にかかる

・意識調査の結果

・基本理念と基本方針

・施策の展開

８．議事の概要

　○出席委員数の報告

　審議会委員１３名のうち、出席委員が１０名であることから、甲賀市スポーツ推進審議会条例

第５条第２項の規定により、会議が成立していることを事務局から報告。

　○甲賀市スポーツ推進計画（仮称）策定について

　事 務 局　　本日の審議会は、「甲賀市スポーツ推進計画（仮称）」策定につきまして、先に

　　　　　　送付させていただいております資料などにより、ご審議をお願いするところでござ

　　　　　　います。

　　　　　　　それでは、今後の進行は、審議会規則第５条第１項に基づき、会長に議長を

　　　　　　お願いしたいと思います。

　会　　長　　報告事項（１）市民のスポーツに関する意識調査について、（２）国県の施策等

　　　　　　の現況報告、（３）本市のスポーツ現況報告について、事務局よりご説明をお願い

　　　　　　します。  

　事 務 局　　なお、個人情報以外は公開となりますのでよろしくお願いします。



　　　　　　　資料に基づき（１）市民のスポーツに関する意識調査について説明。引き続き、

　　　　　（２）国県の施策等の現況報告、（３）本市のスポーツ現況報告について説明。

　会　　長　　ありがとうございました。説明いただきました報告事項について、ご意見やご質

　　　　　　問があればよろしくお願いします。なければ、協議事項に入らせていただきます。

　　　　　　事務局より説明をお願いします。 

　事 務 局　　協議資料に基づき、（１）スポーツ推進計画策定、（２）甲賀市のスポーツの現状と

　　　　　　課題について　説明。

　会　　長　　今ご説明いただいた件につきまして、ご意見、ご質問があればお願いします。

　（質疑）

　委　　員　　障害者スポーツが一般の市民の方たちにまだまだご理解していただいていないよ

　　　　　　うに思います。広報活動（こうか、ホームページなど）の活用は有効であると思い

　　　　　　ます。すべての障害者が活用できる施設はどれぐらいあるのかを知ったり、利用申

　　　　　　し込みが簡単にできたりするシステムはできないものでしょうか。また、小学生に

　　　　　　障害者スポーツをみる・する機会を与えていただきたい。障害者スポーツの指導者

　　　　　　の養成にも力を入れていただきたい。

　事 務 局　　指導者に関して、市のスポーツ推進委員に障害者スポーツの研修を受講また、県

　　　　　　の補助事業として、市内３つの総合型地域スポーツクラブで障害者スポーツを実施

　　　　　　していただいており、次年度以降、市からもバックアップしていきたいと考えてい

　　　　　　ます。

　委　　員　　指導者によっては、けがに対する間違った認識を持っている方がおられます。け

　　　　　　がをすればすぐに医師の診断を受けるよう、指導者の認識を促したいと思います。

　　　　　　けがをさせない指導が第一です。スポーツで不健康になっていたのでは意味があり

　　　　　　ません。指導者によって、けがの多少、練習時間の長さ等がちがってきますので、

　　　　　　よりよい指導の方法を指導者が学べるよう、計画に反映させていけたらと思います。

　委　　員　　指導者によって温度差がかなりあります。リスクマネージメントがとれていない

　　　　　　ように思います。今までの経験からだけの指導があまりにも多いです。指導能力を

　　　　　　上げる協議会の立ち上げを市として取り組んでいくべきだと思います。また、障害

　　　　　　者スポーツについてですが、健常者の理解をより行うためにも、行政が主導となっ

　　　　　　てＰＲしていかなければならないと思います。いきなり、競技や教室を行っても難

　　　　　　しいのではないでしょうか。みるスポーツを市としてどのように進めるかが大切で

　　　　　　す。

　事 務 局　　スポーツ少年団は、認定指導員の資格がないと指導できないようになっています。

　　　　　　しかし、市内でスポーツの指導に関わる指導者を一堂に会して、指導者研修会は、

　　　　　　実施できていないのが現状です。ただ、スポーツ少年団は、独自で、講師を招いて

　　　　　　指導者研修を行っています。



　会　　長　　発達段階に応じた指導方法の研修は大切ですね。

　事 務 局　　スポーツ協会（一般社団法人　９月１日発足）の中でも、そのような指導者の研

　　　　　　修が行われていないので、今後実施に向けて進言していきたいと考えています 

　

　会　　長　　ありがとうございました。本日の会議は、これで閉会とさせていただきます。

　　　

　

　○閉会

以上


